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持
参
す
る
も
の

・
健
康
保
険
証
（
お
子
さ
ん
の
名

前
が
入
っ
た
も
の
）

・
印
か
ん
（
ゴ
ム
印
を
除
く
。
認

印
可
）

・
所
得
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
に

同
意
さ
れ
な
い
方
は
、
所
得
証
明

書
な
ど
（
郵
便
申
請
も
同
様
）

※
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
石

22

巻
市
に
住
所
を
有
し
て
い
な
い
保

護
者
の
方
は
、
前
住
所
地
か
ら
の

所
得
証
明
（
平
成　

年
度
分
）
ま

22

た
は
源
泉
徴
収
票
の
コ
ピ
ー
（
平

成　

年
分
）
を
提
出
し
て
く
だ
さ

21
い
。

※
郵
便
に
よ
る
申
請
も
可
能
で
す
。

そ
の
際
は
、
申
請
書
に
必
要
事
項

を
記
入
・
押
印
の
上
、
お
子
さ
ん

の
健
康
保
険
証
の
コ
ピ
ー
な
ど
の

添
付
書
類
を
必
ず
同
封
し
て
く
だ

さ
い
。（
現
在
使
用
し
て
い
る
受
給

者
証
は
同
封
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
）

申
・
問　

〒　

－

8
5
0
1
（
住

986

所
不
要
）
保
険
年
金
課
（
内
線
2

3
4
6
）・
各
総
合
支
所
市
民
生
活

課
・
各
支
所

　

子
ど
も
医
療
費
助
成
受
給
資
格

者
証
は
、
毎
年　

月
１
日
が
更
新

10

日
で
す
。

　

申
請
時
に
所
得
状
況
を
確
認
す

る
こ
と
に
同
意
し
た
方
は
、
申
請

書
を
送
付
し
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

登
録（
更
新
）の
対
象
者

　

市
内
に
住
所
を
有
す
る
、
平
成

　

年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

14子
ど
も
の
保
護
者
（
生
活
保
護
を

受
け
て
い
る
方
は
手
続
き
の
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
）

①
申
請
時
に
所
得
状
況
を
確
認
す

る
こ
と
に
同
意
し
た
方
は
、
手
続

き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
所
得

状
況
を
確
認
し
、
９
月
下
旬
に
、

助
成
対
象
者
に
は
受
給
者
証
を
、

非
該
当
者
に
は
文
書
を
郵
送
し
ま

す
。

②
右
記
①
以
外
の
方
は
、
８
月
３

日　

ま
で
に
申
請
書
を
郵
送
し
ま

（火）
す
の
で
、
８
月　

日　

ま
で
に
、

20

（金）

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

申
請
受
付
場
所

　

保
険
年
金
課
、
各
総
合
支
所
市

民
生
活
課
、
各
支
所

　

月　

日
ま
で
に
申
請
し
た
場
合

11

30

・
７
月　

日
ま
で
に
支
給
要
件
に

31

該
当
し
て
い
る
方
は
、「
８
月
分
」

か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

・
８
月
１
日
以
降　

月　

日
ま
で

１１

３０

に
支
給
要
件
に
該
当
し
た
方
は
、

「
要
件
に
該
当
し
た
日
の
翌
月
分
」

か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

月
１
日
以
降
に
申
請
し
た
場
合

12・「
申
請
し
た
日
の
翌
月
分
」か
ら

支
給
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
８
月
分
か
ら　

月
分
の
手
当
は
、

11

　

月
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

12申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

受
給
資
格
者
お
よ
び
該
当
す
る

子
ど
も
の
戸
籍
謄
本
や
同
居
す
る

家
族
全
員
分
の
住
民
票
な
ど
が
必

要
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

申
・
問　

子
育
て
支
援
課
（
内
線

２
５
１
４
・
２
５
１
３
）・
各
総
合

支
所
保
健
福
祉
課

子
ど
も
な
ど
）

※
遺
族
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
受

給
者
や
該
当
す
る
子
ど
も
が
施
設

入
所
な
ど
の
場
合
は
、
手
当
が
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
。 

手
当
額
（
月
額
）

 
受
給
資
格
者
（
ひ
と
り
親
家
庭
の

父
な
ど
）
が
監
護
・
養
育
す
る
子

ど
も
の
数
や
受
給
資
格
者
の
所
得

な
ど
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。（
本
人

や
同
居
す
る
家
族
な
ど
に
所
得
制

限
が
あ
り
ま
す
）

�
子
ど
も
１
人
の
場
合

　

全
部
支
給　

4
1
、7
2
0
円

　

一
部
支
給　

4
1
、7
1
0
円

〜
9
、8
5
0
円（　

円
単
位
で
区

10

分
）

�
子
ど
も
２
人
以
上
の
加
算
額

２
人
目　

5
、0
0
0
円
、３
人
目

以
降
１
人
に
つ
き
3
、0
0
0
円

※
手
当
を
受
給
し
て
か
ら
５
年
を

経
過
し
た
時
な
ど
、
手
当
額
の
一

部
が
支
給
停
止
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

�
支
給
月　

毎
年
４
月
、
８
月
、

　

月
に
そ
の
月
の
前
月
分
ま
で
が

12支
給
さ
れ
ま
す
。

　

母
子
家
庭
の
方
を
支
給
対
象
と

し
て
い
た
児
童
扶
養
手
当
に
つ
い

て
、
今
年
８
月
１
日
か
ら
父
子
家

庭
の
方
に
も
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る
た

め
に
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象
と
な
る
方
（
父
子
家
庭
）

   
次
の
①
〜
⑤
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
子
ど
も
（　

歳
に
達
す
る

18

日
以
後
の
最
初
の
３
月　

日
ま
で

31

の
間
に
あ
る
子
ど
も
ま
た
は　

歳
20

未
満
で
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障

害
の
状
態
に
あ
る
子
ど
も
）
に
つ

い
て
、
父
が
そ
の
子
ど
も
を
監
護

し
、
か
つ
、
生
計
を
同
じ
く
し
て

い
る
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
子
ど

も②
母
が
死
亡
し
た
子
ど
も

③
母
が
一
定
程
度
の
障
害
の
状
態

に
あ
る
子
ど
も

④
母
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
子

ど
も

⑤
そ
の
他
（
母
が
１
年
以
上
遺
棄

し
て
い
る
子
ど
も
、
母
が
１
年
以

上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
、
母

が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し
た

父
子
家
庭
の
方
が
受
給

す
る
に
は
申
請
が
必
要

で
す

８
月
１
日
か
ら
、
父
子
家
庭
の
方
に
も

児
童
扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。　
 

子
ど
も
医
療
費
助
成
受
給
資
格
登
録
（
更
新
）
の
手
続
き
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協
力
会
員
講
習
会

と　

き　

８
月　

日
�

20

　
　
　
 
午
後
１
時　

分
〜
５
時

30

と
こ
ろ　

市
役
所
２
階　

会
議
室

202

内　

容　

子
ど
も
と
の
関
わ
り
方

遊
び
方
、
病
気
と
ケ
ガ
、
事
業
概

要
に
つ
い
て

費　

用　

無
料

申
込
方
法　

８
月　

日
�
ま
で

17

中
央
児
童
館
に
申
込
書
を
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

　

申
込
書
類
は
、
中
央
児
童
館
ま

た
は
各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課
に

て
配
布
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

申
・
問　

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト

事
務
局
（
中
央
児
童
館
内
）
�　
23

－

7
4
0
7
・
子
育
て
支
援
課

（
内
線
２
５
２
６
）

利
用
会
員

　

た
と
え
ば
こ
ん
な
と
き
に
・
・
・

保
育
所
や
児
童
ク
ラ
ブ
へ
お
迎
え

の
時
間
な
の
に
・
・
残
業
が
あ
っ

て
・
・
・

病
院
へ
行
き
た
い
け
ど
、
子
ど
も

は
ど
う
し
よ
う
・
・
・

お
姉
ち
ゃ
ん
の
授
業
参
観
。
下
の

子
が
飽
き
る
か
な
・
・
・　

　

と
思
っ
て
い
る
方
、「
石
巻
市

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
事
業
」
の

会
員
に
な
り
ま
せ
ん
か
。

協
力
会
員

　

協
力
会
員
に
な
る
方
は
、
活
動

で
き
る
日
時
を
登
録
し
ま
す
。

　

自
宅
で
子
ど
も
を
預
か
り
ま
す

が
専
用
の
保
育
室
な
ど
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。
申
し
込
み
後
に
、
講

習
会
（
必
須
）
を
受
け
、
そ
の
後
、

会
員
と
し
て
登
録
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
育
児
の
援
助
を

会
員
相
互
の
助
け
合
い
で
行
い
、

地
域
の
子
育
て
を
応
援
す
る
事
業

で
す
。

　

「
お
子
さ
ん
を
預
か
っ
て
ほ
し

い
方
」
と
「
お
子
さ
ん
を
預
か
る

こ
と
が
で
き
る
方
」
が
そ
れ
ぞ
れ

会
員
と
な
り
、
市
民
同
士
で
支
え

あ
う
子
育
て
援
助
活
動
で
す
。

会
員
資
格
（
石
巻
市
在
住
）

　

利
用
会
員　

お
お
む
ね
生
後
２

カ
月
か
ら
小
学
校
３
年
生
ま
で
の

子
ど
も
の
い
る
方

　

協
力
会
員　
　

歳
以
上
の
健
康

20

で
自
宅
で
安
全
に
子
ど
も
を
預
か

る
こ
と
が
で
き
る
方

　

両
方
会
員　

利
用
会
員
と
協
力

会
員
の
両
方
を
兼
ね
る
方

子育てサポート！

『ファミリーサポート事業』『ファミリーサポート事業』

会員募集

宝
く
じ
助
成
で
地
域
づ
く
り

　

こ
の
た
び
、　

自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
か
ら
、
平
成　

年
度
コ
ミ
ュ

（財）

22

ニ
テ
ィ
助
成
を
受
け
、
住
み
良
い
地
域
づ
く
り
活
動
に
必
要
な
備
品

を
整
備
し
ま
し
た
。

　

こ
の
事
業
は
、
宝
く
じ
の
受
託
事
業
収
入
を
財
源
と
し
た
も
の
で
、

助
成
を
受
け
た
団
体
と
事
業
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

太
田
切
町
内
会
は
、
地
域
住
民

の
親
睦
と
交
流
を
深
め
る
た
め
、

夏
祭
り
を
は
じ
め
と
す
る
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
活
動
を
展
開
し
て
お
り
、

今
後
の
さ
ら
な
る
活
動
の
促
進
と

明
る
く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
の

た
め
に
必
要
な
備
品
を
宝
く
じ
の

助
成
金
で
整
備
し
ま
し
た
。

　

今
回
整
備
し
た
備
品
に
よ
り
、

地
域
住
民
の
ふ
れ
あ
い
を
深
め
、

よ
り
一
層
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動

の
推
進
が
期
待
さ
れ
ま
す
。　
　

問　

市
民
協
働
推
進
課（
内
線
4
2

3
7
）・
各
総
合
支
所
地
域
振
興
課

太
田
切
町
内
会
〔
石
巻
地
区
〕
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　現在、児童扶養手当、特別児童

扶養手当、母子・父子家庭医療費

助成を受けている方は、毎年１回

現況届（所得状況届）の提出が必要

です。

　該当者には通知しますので、指

定された日に指定された会場で忘

れずに手続きをしてください。

と　き　8月 18日（水）から 24日

（火）までの間の指定され

た日（土・日は除く）

ところ　通知書に記載された会場

となります。

※これから新たに申請する方は、

随時受け付けます。
　　

今月は児童扶養手当の支給月です

　児童扶養手当受給者で全部支給

者および一部支給者について、4

月から7月までの４カ月分を8月

11 日（水）に指定の口座へ振り込

みします。
　　

問　子育て支援課（内線 2513・

2514）・各総合支所保健福祉課

児童扶養手当

母子・父子家庭医療費助成

などの更新手続きは忘れずに


